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大崎市通所型サービスＡに要する費用の額の算定に関する基準を定める要

綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の４５の３第２項及び介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）第１４０条の６３の

２第１項第２号イの規定に基づき，通所型サービスＡに要する費用の額

の算定に関する基準を定める。

（定義）

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に

定めるところによる。

(１) 通所型サービスＡ 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定す

る第１号通所事業のうち緩和した基準によるサービスをいう。

(２) 指定通所型サービスＡ 大崎市介護予防・日常生活支援総合事業

の事業者の指定等に関する要綱（平成２８年９月５日大崎市告示第

１８９号）に基づき，市長から通所型サービスＡの指定を受けたも

のをいう。

(３) 事業対象者 大崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

（平成２８年１０月１日制定）第５条第１項第２号に該当する者を

いう。

（費用の算定）

第３条 通所型サービスＡに要する費用の額は， 別表「指定通所型サー

ビスＡ支給費単位数表」により算定するものとする。

２ 指定通所型サービスＡに要する費用の額は，１単位の単価１０円に別

表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
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（単位数の端数の取扱い）

第４条 前条の規定により指定通所型サービスＡに要する費用の額を算定

した場合において，その額に１円未満の端数があるときは，その端数金

額は切り捨てて計算するものとする。

（算定額）

第５条 指定通所型サービスＡに要する費用の額は，法第５３条第２項の

規定に準じ，指定通所型サービスＡに要した費用の額（その額が当該指

定通所型サービスＡに要した費用の額を超えるときは，当該指定通所型

サービスＡに要した費用の額とする。）の１００分の９０に該当する額

とする。

２ 第１号被保険者であって法第５９条の２第１項に規定する介護保険法

施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。）で定める

額以上の居宅要支援被保険者が受ける通所型サービスＡの費用の額は，

前項中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とする。

３ 第１号被保険者であって法第５９条の２第２項に規定する政令で定め

る額以上の居宅要支援被保険者が受ける通所型サービスＡの費用の額は，

前項中「１００分の９０」とあるのは「１００分の７０」とする。

４ 市長は，特に必要があると認めるときは，指定通所型サービスＡの費

用の額を減額し，又は免除することができる。

附 則

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。
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別表（第３条関係）

指定通所型サービスＡ支給費単位数表

（注１） 通所型サービスＡに要する費用の額の算定に係る取り扱いについては，介護

保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣

が定める基準別表単位数表の２通所型サービス費の例による。

（注２） 通所型サービスＡは，１回２時間以上４時間未満での実施を標準とする。た

だし，ここに示す提供時間以外でのサービス提供を妨げるものではない。

（注３） 軽度化加算➡利用者に対して，３月以上の通所型サービスＡを実施し，利用

者の認定区分が，要支援２から要支援１に変更となった場合は，新しい認定

区分の開始月に限り所定単位数を加算する。利用者本人負担はない。ただし，

本加算の対象となった利用者については，本加算を算定した月から１年間に

ついて本加算の対象としない。

（注４） 自立化加算➡利用者に対して，３月以上の通所型サービスＡを実施し，利用

者の認定区分が要支援２又は要支援１から非該当に変更となり，かつ，一般

介護予防事業の利用等を確認した場合は，要支援非該当になった月に限り所

定単位数を加算する。利用者本人負担はない。ただし，本加算の対象となっ

た利用者については，本加算を算定した月から１年間について本加算の対象

区分等 単位数（１月につき）

ア （１）事業対象者・要支援１・要支援２

（週１回程度の利用）

１,４３８単位／月

４７単位／回

（２）事業対象者・要支援１・要支援２

（週２回程度の利用）

２,８９６単位／月

９５単位／回

イ 送迎減算

（事業所が送迎を行わない場合）

２０単位減算／回

（片道につき）

ウ 軽度化加算 ３００単位

エ 自立化加算 ５００単位
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としない。


